
 

議案第２９号   

 

   損害賠償及び和解に関する件 

   令和元年（２０１９年）１１月２８日提出 

 

札幌市長 秋 元 克 広   

 

 本市は、下記により損害賠償の額を定め、和解するものとする。 

 

記 

 

１ 相手方 

  札幌市手稲区在住者 

２ 事故の概要 

 (1) 平成３１年１月２１日、札幌市東区伏古１４条５丁目路上において、環

境局の塵芥
じんかい

車が、凍結路面を停車しきれずスリップし、前方に停車してい

た相手方が乗車する自動車に追突した。 

 (2) これにより、相手方の所有する自動車等が破損するとともに、相手方は、

外傷性頸
けい

部症候群、頸
けい

部捻挫等の傷害を負い、約７か月間通院し、頸
けい

部に

神経障害の後遺症を負った。 

３ 損害賠償の額 

(1) 物損分  

１，０５０，５７０円 

(2) 人損分 

２，２１１，８５１円 

(3) 合計額 

  ３，２６２，４２１円 

 

 （理 由） 

 本市の業務に関して発生した事故について、損害賠償の額を定め、和解する

ため、本案を提出する。 


